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第１編 総論 

 

第２章 予想される災害 

１２－２ 東海地震の危険度の試算 

１ 概説 

略 

 これらの結果を基に、地震動・液状化、人工造成地、津波、山・崖崩れ及び延焼火災に起因す

る建物被害とともに、ブロック塀・石塀及び屋外落下物等の物的被害や人的被害の試算をしてい

る。 

略 

２ 対策の目標値として設定した危険度の概要 

ア 地震予知がなく、突然地震が発生した場合 

・物的被害（建物被害） 表中「山・崖崩れ」 

・人的被害 表中「山・崖崩れ」 

略 

イ 警戒宣言が発せられた後、地震が発生した場合 

・物的被害（建物被害） 表中「山・崖崩れ」 

・人的被害 表中「山・崖崩れ」 

略 

 

１２－３ 神奈川県西部の地震の危険度の支援 

２ 危険度の試算 

（３） 地震動・液状化等による建物被害 

・物的被害（建物被害） 表中「山・崖崩れ」 

・人的被害 表中「山・崖崩れ」 

略 

 

第３章 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

１３－３ 防災関係機関 

１ 指定地方行政機関 

略 

（13） 国土交通省関東地方整備局、国土交通省中部地方整備局 

略 

 イ 応急・復旧 

略 

 ウ 警戒宣言発令時 

略 

 

 

 

 

 

第１編 総論 

 

第２章 予想される災害 

１２－２ 東海地震の危険度の試算 

１ 概説 

略 

 これらの結果を基に、地震動・液状化、人工造成地、津波、山・がけ崩れ及び延焼火災に起因

する建物被害とともに、ブロック塀・石塀及び屋外落下物等の物的被害や人的被害の試算をして

いる。 

略 

２ 対策の目標値として設定した危険度の概要 

ア 地震予知がなく、突然地震が発生した場合 

・物的被害（建物被害）表中「山・がけ崩れ」 

・人的被害 表中「山・がけ崩れ」 

略 

イ 警戒宣言が発せられた後、地震が発生した場合 

・物的被害（建物被害） 表中「山・がけ崩れ」 

・人的被害 表中「山・がけ崩れ」 

略 

 

１２－３ 神奈川県西部の地震の危険度の支援 

２ 危険度の試算 

（３） 地震動・液状化等による建物被害 

・物的被害（建物被害） 表中「山・がけ崩れ」 

・人的被害 表中「山・がけ崩れ」 

略 

 

第３章 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

１３－３ 防災関係機関 

１ 指定地方行政機関 

略 

（13） 国土交通省関東地方整備局、国土交通省中部地方整備局 

略 

 イ 初動対応 

  大規模自然災害における被災状況の迅速な把握、二次災害の防止、被災地の早期復旧等に関

する支援のため緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）を派遣する。 

 ウ 応急・復旧 

略 

 エ 警戒宣言発令時 

略 
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(14) 国土交通省中部運輸局 

略 

コ 特に必要があると認めるときは、自動車運送事業者に対する輸送命令を発する。 

 

 

 

（16） 東京管区気象台（静岡地方気象台） 

略 

 イ 津波警報及び津波注意報の通知、津波情報、地震情報（東海地震に関連する情報を含む。）

等の発表又は通報並びに解説 

略 

 

（17） 第三管区海上保安本部 

ア 警戒宣言発令時における船舶に対する情報の連絡、港内における船舶交通の制限、禁止等

イ 警戒宣言発令時における海水浴客等に対する情報伝達 

略 

 

 

３ 指定地方公共機関 

(10) 西日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東

海 

略 

４ 地震防災応急計画及び対策計画の作成義務者 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 平常時対策 

 

第１章 防災思想の普及 

２１－３ 県民に対する防災思想の普及 

（１） 一般的な啓発 

 ア 啓発内容 

略 

(ｹ) 津波危険予想地域、山・崖崩れ危険予想地域等に関する知識 

略 

 

(14) 国土交通省中部運輸局 

略 

コ 特に必要があると認めるときは、自動車運送事業者に対する輸送命令を発する。 

カ 大規模自然災害における被災状況の迅速な把握、二次災害の防止、被災地の早期復旧等に

関する支援のため緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）を派遣する。 

 

（16） 東京管区気象台（静岡地方気象台） 

略 

 イ 地震動警報（緊急地震速報)、津波警報及び津波注意報の通知、津波情報、地震情報（東海

地震に関連する情報を含む。）等の発表又は通報並びに解説 

略 

 

（17） 第三管区海上保安本部 

ア 船舶に対する東海地震に関連する情報及び警戒宣言発令の情報伝達、港内における船舶交

通の制限、禁止等 

イ 海水浴客等に対する東海地震に関連する情報及び警戒宣言発令の情報伝達 

略 

 

３ 指定地方公共機関 

(10) 西日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東

海支社 

略 

４ 自衛隊 

(１) 陸上自衛隊東部方面隊ほか 

ア 災害時における人命又は財産保護のための救援活動 

イ 災害時における応急復旧活動 

(２) 航空自衛隊第一航空団（浜松基地）ほか 

  災害時における人命保護のための救援活動 

 

５ 地震防災応急計画及び対策計画の作成義務者 

略 

 

第２編 平常時対策 

 

第１章 防災思想の普及 

２１－３ 県民に対する防災思想の普及 

（１） 一般的な啓発 

 ア 啓発内容 

略 

(ｹ) 津波危険予想地域、山・がけ崩れ危険予想地域等に関する知識 

略 
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１３０ 

 

 

 

 

 

 

 

（７） 相談窓口 

 県はそれぞれの機関において、所管する事項について、県民の地震対策の相談に積極的に

応ずるものとする。 

 なお、総括的な事項及び建築に関する事項の相談窓口は次のとおりである。 

総括的な事項……………防災局、各地域防災局 

略 

 

第２章 自主防災活動 

２２－３ 県、市町の指導及び助成 

１ 自主防災組織づくりの推進 

 県は、地域防災局を中心として市町に積極的に協力するとともに、自主防災組織と防災関係団

体等による協働を促進し、地域防災力の強化と底上げに努める。 

略 

３ 地域防災指導員制度 

市町は、自主防災組織の活性化を図るため、地域防災指導員を選任する。 

県は、災害図上訓練（DIG）をはじめとする研修を実施するなどの方法により、地域防災指導

員を養成する。養成後は、市町とともに情報提供などの必要な支援を行う。 

略 

７ 自主防災活動推進委員会 

 県は、自主防災組織の会長等を委員に選任し、自主防災活動推進委員会を設ける。推進委員会

は、自主防災組織への助言・指導、「自主防災」新聞による情報提供、提言等により、自主防災組

織活性化のための業務を行う。 

略 

 

第３章 地震防災訓練の実施 

２３－３ 防災関係機関 

略 

（４）西日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

東海 

略 

 

第４章 地震災害予防対策の推進 

２４－６ 地盤災害の予防対策 

略 

１ 山・崖崩れ防止対策の推進 

 山・崖崩れのおそれのある箇所について、地域住民への土砂災害危険箇所図の配布や急傾斜地

崩壊危険箇所等に土砂災害危険箇所表示板を設置する等により、当該地域の危険性を広報する。

略 

 

 

 

 

（７） 相談窓口 

 県はそれぞれの機関において、所管する事項について、県民の地震対策の相談に積極的に

応ずるものとする。 

 なお、総括的な事項及び建築に関する事項の相談窓口は次のとおりである。 

総括的な事項……………危機管理局、各地域危機管理局 

略 

 

第２章 自主防災活動 

２２－３ 県、市町の指導及び助成 

１ 自主防災組織づくりの推進 

 県は、地域危機管理局を中心として市町に積極的に協力するとともに、自主防災組織と防災関

係団体等による協働を促進し、地域防災力の強化と底上げに努める。 

略 

３ 地域防災指導員制度 

市町は、自主防災組織の活性化を図るため、地域防災指導員を選任する。 

県は、市町と連携して、災害図上訓練（DIG）をはじめとする研修を実施するほか必要な情報

の提供を行い、地域防災指導員の育成及び能力向上を図る。 

略 

７ 地域防災活動推進委員会 

 県は、自主防災組織の会長等を委員に選任し、地域防災活動推進委員会を設ける。推進委員会

は、自主防災組織への助言・指導、「自主防災」新聞による情報提供、提言等により、自主防災組

織活性化のための業務を推進する。 

略 

 

第３章 地震防災訓練の実施 

２３－３ 防災関係機関 

略 

（４）西日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

東海支社 

略 

 

第４章 地震災害予防対策の推進 

２４－６ 地盤災害の予防対策 

略 

１ 山・がけ崩れ防止対策の推進 

 山・がけ崩れのおそれのある箇所について、地域住民への土砂災害危険箇所図の配布や急傾斜

地崩壊危険箇所等に土砂災害危険箇所表示板を設置する等により、当該地域の危険性を広報す

る。 

略 
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２４－８ 危険予想地域における災害の予防 

１ 避難計画の策定 

(１) 要避難地区の指定 

 市町長は、「東海地震の危険度の試算」等による地震災害の危険度から判断して、市町地震

防災強化計画において明らかにした、津波の浸水、山・崖崩れ及び延焼火災の発生の危険が

予想され、避難対策を推進する必要がある地域を要避難地区として指定する。 

(２) 避難対象地区の指定 

 市町長は、警戒宣言発令時に避難の勧告・指示の対象とする地域として、要避難地区のう

ち延焼火災の発生の危険が予想される地域を除く、津波の浸水及び山・崖崩れの発生の危険

が予想される地域を避難対象地区として指定する。 

略 

２ 平常時に実施する災害予防措置 

略 

（３） 要避難地区のうち、山・崖崩れ危険予想地域については次の予防措置を講ずる。 

ア 県及び市町は、協力して、過去の山・崖崩れ災害事例及び現況調査等を参考に、山・崖崩

れ危険予想地域図を作成し、住民に適切な方法で広報するとともに、危険箇所について巡回

監視に努める。 

略 

２４－１２ 緊急輸送活動の確保 

 道路管理者及び港湾管理者は、発災後の道路及び港湾の障害物除去、応急復旧等に必要な人員、

資機材等の確保について建設業者との協定の締結に努めるものとする。 

略 

 

 

 

第３編 地震防災施設緊急整備計画 

第１章 地震防災施設整備方針 

３１－１ 防災業務施設の整備 

２ 通信施設及び情報処理体制の整備 

 地震発生時及び警戒宣言発令時に予想される電話の輻輳、途絶に対応する情報体制の整備を図

る。 

略 

３１－６ 災害応急対策用施設等の整備 

１ 飲料水・電源等を確保するための施設または設備の整備 

飲料水を確保するため、配水池等上水道施設の耐震化及び緊急連絡管並びに緊急遮断弁の整備

を図るとともに、応急対策、避難対策などの拠点施設等に飲料水・電源等を確保するための施設・

設備、トイレ施設の整備を図る。 

略 

 

 

 

 

２４－８ 危険予想地域における災害の予防 

１ 避難計画の策定 

(１) 要避難地区の指定 

 市町長は、「東海地震の危険度の試算」等による地震災害の危険度から判断して、市町地震

防災強化計画において明らかにした、津波の浸水、山・がけ崩れ及び延焼火災の発生の危険

が予想され、避難対策を推進する必要がある地域を要避難地区として指定する。 

(２) 避難対象地区の指定 

 市町長は、警戒宣言発令時に避難の勧告・指示の対象とする地域として、要避難地区のう

ち延焼火災の発生の危険が予想される地域を除く、津波の浸水及び山・がけ崩れの発生の危

険が予想される地域を避難対象地区として指定する。 

略 

２ 平常時に実施する災害予防措置 

略 

（３） 要避難地区のうち、山・がけ崩れ危険予想地域については次の予防措置を講ずる。 

ア 県及び市町は、協力して、過去の山・がけ崩れ災害事例及び現況調査等を参考に、山・が

け崩れ危険予想地域図を作成し、住民に適切な方法で広報するとともに、危険箇所について

巡回監視に努める。 

略 

２４－１２ 緊急輸送活動の確保 

 道路管理者、港湾管理者、漁港管理者及び空港管理者は、発災後の道路、港湾、漁港及び空港

の障害物除去、応急復旧等に必要な人員、資機材等の確保について建設業者との協定の締結に努

めるものとする。 

略 

 

 

第３編 地震防災施設緊急整備計画 

第１章 地震防災施設整備方針 

３１－１ 防災業務施設の整備 

２ 通信施設及び情報処理体制の整備 

 地震発生時及び警戒宣言発令時に予想される電話のふくそう、途絶に対応する情報体制の整備

を図る。 

略 

３１－６ 災害応急対策用施設等の整備 

１ 飲料水・電源等を確保するための施設または設備の整備 

飲料水を確保するため、配水池等上水道施設の耐震化並びに緊急連絡管及び緊急遮断弁の整備

を図るとともに、応急対策、避難対策などの拠点施設等に飲料水・電源等を確保するための施設・

設備、トイレ施設の整備を図る。 

略 
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第２章 地震対策緊急整備事業計画 

３２－１ 防災業務施設の整備 

２ 通信施設の整備 

（２） 整備の水準 

 市町から地域住民へ的確に情報を伝達するため、津波危険予想地域、山・崖崩れ危険予想地域、

市街地を優先して県下全域に無線通信網を整備する。 

略 

 

３２－３ 緊急輸送路の整備 

３ 漁港施設の整備 

（２） 整備の水準 

港湾施設と関連して海路による救援活動を行うのに必要な漁港について、耐震強化岸壁を新

設又は改良する。 

略 

 

３２－４ 防災上重要な建物の整備 

３ 学校施設の整備 

略 

（２） 整備の水準 

公立小・中学校の施設のうち、木造建物については、耐震建築物への改築を、また、鉄筋建

物等については耐震診断の結果により改築、補強を行う。このうち、非木造の屋内運動場の補

強については、平成18年度より地震防災緊急事業で実施する。 

 

（３） 事業総括表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 地震対策緊急整備事業計画 

３２－１ 防災業務施設の整備 

２ 通信施設の整備 

（２） 整備の水準 

 市町から地域住民へ的確に情報を伝達するため、津波危険予想地域、山・がけ崩れ危険予想地

域、市街地を優先して県下全域に無線通信網を整備する。 

略 

 

３２－３ 緊急輸送路の整備 

３ 漁港施設の整備 

（２） 整備の水準 

港湾施設と関連して海路による救援活動等を行うのに必要な漁港について、耐震強化岸壁を

整備している。 

略 

 

３２－４ 防災上重要な建物の整備 

３ 学校施設の整備 

（２） 整備の水準 

公立小・中学校の施設のうち、木造建物については、耐震建築物への改築を、また、鉄筋建

物等については耐震診断の結果により改築、補強を行う。このうち、非木造の屋内運動場の補

強及び大規模地震の際に倒壊または崩壊する危険性の高い公立小・中学校の施設については、

地震防災緊急事業で実施する。 

 

（３） 事業総括表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事  業  名 事業主体 事   業   概   要 概算事業費 

公立小・中学校危険建物 

改築事業（木造改築） 
 約  ３１０校 改築面積 約   326,763㎡ 

百万円

41,047 

公立小・中学校危険建物 

改築事業（非木造改築） 
 約  ６３４校 改築面積 約   748,675㎡ 124,428 

公立小・中学校危険建物 

改築事業（非木造補強） 

市 町 

 約  ７４８校 補強面積 約 1,690,109㎡ 57,855 

計   約１，６９２校 延面積約 約 2,765,547㎡ 223,330 

 

事  業  名 事業主体 事   業   概   要 概算事業費 

公立小・中学校危険建物

改築事業（木造改築）
 約  ３１０校 改築面積 約   326,763㎡ 

百万円

41,047 

公立小・中学校危険建物

改築事業（非木造改築）
 約  ６３６校 改築面積 約   753,485㎡ 125,758 

公立小・中学校危険建物

改築事業（非木造補強）

市 町 

 約  ７５５校 補強面積 約 1,694,090㎡ 58,165 

計   約１，７０１校 延面積約 約 2,774,338㎡ 224,970 
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１４５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 事業総括表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 事業総括表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事  業  名 事業主体 事   業   概   要 概算事業費 

中小河川改修事業等 県   ２河川 
百万円

7,872 

総 合 治 水 事 業 〃   １河川 300 

耐 震 対 策 河 川 事 業 〃  １０河川 24,823 

漁 港 海 岸 保 全 事 業 〃   ３海岸  堤防護岸 延長約 4,295ｍ 6,181 

〃 市  町   ９海岸     4,255ｍ 7,399 

港 湾 海 岸 改 修 事 業 県 
 １１海岸     15,711

ｍ 
17,798 

海 岸 高 潮 対 策 事 業 〃   ６海岸     8,129ｍ 7,216 

計   71,589 

 

事  業  名 事業主体 事   業   概   要 概算事業費 

広域河川改修事業等 県   ２河川 
百万円

7,872 

総 合 治 水 事 業 〃   １河川 300 

耐 震 対 策 河 川 事 業 〃  １０河川 24,823 

漁 港 海 岸 保 全 事 業 〃   ３海岸  堤防護岸 延長約 4,295ｍ 6,181 

〃 市  町   ９海岸     4,255ｍ 7,399 

港 湾 海 岸 改 修 事 業 県 
 １１海岸     15,711

ｍ 
17,798 

海 岸 高 潮 対 策 事 業 〃   ６海岸     8,129ｍ 7,216 

計   71,589 
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１４６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地 震 対 策 緊 急 整 備 事 業 費 総 括 表 

（単位：百万円）

事 業 主 体 別 内 容 
          

           区  分 

 事 業 名 

承認計画事業費 

県 市町 そ の 他 

避 難 地 整 備  26,199  26,199  

避 難 路 整 備  51,235 8,272 40,012 951 

消 防 用 施 設 整 備  49,275  49,275  

防 災      31,231 31,231   

改  良  等      172,346 168,952 ３,３９４  緊 急 輸 送 路 整 備 

港湾・漁港      9.080 8,632 448  

通 信 施 設 整 備  5,424 1,134 4,290  

緩 衝 緑 地 整 備      

病 院 整 備 非木造・改      12,991 1,575 7,484 3,932 

木 造 ・ 改      10,322 42 7,539 2,741 

非木造・改      15,734 2,129 3,488 10,117 福 祉 施 設 整 備 

非木造・補      2,216 176 1,429 611 

木 造 ・ 改      41,047  41,047  

非木造・改      124,428  124,428  学校設備( 小･中) 

非木造・補      57,855  57,855  

中 小 河 川 32,995 32,995   

津 波 対 策 

海 岸 等 38,594 31,195 7,399  

建   設 128,240 128,240   

林 野 等 57,719 57,719   山 崩 れ 等 防 止 

農 地 等 19,809 16,952 2,857  

合      計 886,740 489,244 379,144 18,352 

 

 注 この表は、平成19年2月22日、内閣総理大臣の変更承認を得た第3次地震対策緊急整備事業計画である。 

地 震 対 策 緊 急 整 備 事 業 費 総 括 表 

（単位：百万円）

事 業 主 体 別 内 容           

           区  分

 事 業 名 

承認計画事業費 

県 市町 そ の 他 

避 難 地 整 備  26,199  26,199  

避 難 路 整 備  51,235 8,272 42,012 951 

消 防 用 施 設 整 備  49,275  49,275  

防 災     31,231 31,231   

改  良  等     172,346 168,952 ３,３９４  緊 急 輸 送 路 整 備

港湾・漁港     9.080 8,632 448  

通 信 施 設 整 備  5,424 1,134 4,290  

緩 衝 緑 地 整 備      

病 院 整 備 非木造・改     12,991 1,575 7,484 3,932 

木 造 ・ 改     10,322 42 7,539 2,741 

非木造・改     15,734 2,129 3,488 10,117 福 祉 施 設 整 備

非木造・補     2,216 176 1,429 611 

木 造 ・ 改     41,047  41,047  

非木造・改     125,758  125,758  学校設備(小･中 )

非木造・補     58,165  58,165  

広 域 河 川 32,995 32,995   

津 波 対 策

海 岸 等 38,594 31,195 7,399  

建   設 128,240 128,240   

林 野 等 57,719 57,719   山 崩 れ 等 防 止

農 地 等 19,809 16,952 2,857  

合      計 888,380 489,244 380,784 18,352 

 

 注 この表は、平成21年3月6日、内閣総理大臣の変更承認を得た地震対策緊急整備事業計画である。 
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１４９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５０ 

 

 

 

 

 

 

１５１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 地震防災緊急事業五箇年計画 

３３－２ 地域の防災構造化 

４ 共同溝等の整備 

（３） 事業総括表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３－３ 緊急輸送路の整備 

２ 港湾施設の整備 

（３） 事業総括表 

 

 

 

 

３３－４ 防災上重要な建物の整備 

２ 公立小中学校施設の整備 

（１） 事業の目的 

 児童、生徒の生命の安全を確保し、すみやかな教育活動の再開をはかるため、耐震補強計

画・設計及び工事を計画的に実施し、学校施設の耐震化を図る。 

（２） 整備の水準 

 公立小中学校の非木造の屋内運動場の補強工事を行う。 

（３） 事業総括表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 地震防災緊急事業五箇年計画 

３３－２ 地域の防災構造化 

４ 共同溝等の整備 

（３） 事業総括表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３－３ 緊急輸送路の整備 

２ 港湾施設の整備 

（３） 事業総括表 

 

 

 

 

３３－４ 防災上重要な建物の整備 

２ 公立幼稚園・小中学校施設の整備 

(１) 事業の目的 

 園児・児童、生徒の生命の安全を確保し、すみやかな教育活動の再開をはかるため、耐震補

強計画や不適格改築計画の設計及び工事を計画的に実施し、学校施設の耐震化を図る。 

(２) 整備の水準 

公立幼稚園・小中学校の補強工事や改築工事を行う。 

（３） 事業総括表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事  業  名 事業主体 事   業   概   要 概算事業費 

道 路 事 業 県 電線共同溝  4箇所   1,610ｍ 
百万円

1,277 

街 路 事 業 県・市 電線共同溝 12箇所   4,393ｍ 1,531    

市 電線共同溝  2箇所    440ｍ 201 

政令市 電線共同溝 13箇所   3,080ｍ 665 土 地 区 画 整 理 事 業 

小  計 電線共同溝 15箇所   3,520ｍ 866 

まちづくり交付金事業 市 電線共同溝  1箇所   1,140ｍ 480 

計   32箇所  10,663ｍ 4,154 

 

事  業  名 事業主体 事   業   概   要 概算事業費 

道 路 事 業 県 電線共同溝  4箇所   2,145ｍ 
百万円

1,277 

街 路 事 業 県・市 電線共同溝 12箇所   4,393ｍ 1,531    

市 電線共同溝  2箇所    440ｍ 201 

政令市 電線共同溝 13箇所   3,080ｍ 665 土 地 区 画 整 理 事 業

小  計 電線共同溝 15箇所   3,520ｍ 866 

まちづくり交付金事業 市 電線共同溝  1箇所   1,140ｍ 480 

計   32箇所  11,198ｍ 4,154 

 

事  業  名 事業主体 事   業   概   要 概算事業費 

港 湾 整 備 事 業 国 ３港（耐震強化岸壁3箇所） 
百万円

13,880 

 

事  業  名 事業主体 事   業   概   要 概算事業費 

港 湾 整 備 事 業 国 ３港（耐震強化岸壁２箇所） 
百万円

13,880 

 

事  業  名 事業主体 事   業   概   要 概算事業費 

公 立 学 校 

施 設 整 備 事 業 
市町  128校（屋内運動場 139棟） 

百万円

8,056 

 

事  業  名 事業主体 事   業   概   要 概算事業費 

公 立 学 校

施 設 整 備 事 業
市町 228校（校舎 80棟、屋内運動場 160棟）

百万円

24,181 

公 立 幼 稚 園

施 設 整 備 事 業
市町    13園（園舎 13棟） 1,511 

計    241校・園（253棟） 25,692 
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１５２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３－５ 災害の防止事業 

２ 津波による災害の防止 

（３） 事業総括表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３－５ 災害の防止事業 

２ 津波による災害の防止 

（３） 事業総括表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事  業  名 
事業 

主体 
事   業   概   要 概算事業費 

（ 水 産 庁 所 管 ） 

海 岸 事 業 
市 

1海岸 堤防護岸    10ｍ 

（水門 1基、陸閘１基） 

百万円

48 

（ 国 土 交 通 省 港 湾 局 所 管 ） 

海 岸 環 境 整 備 事 業 
県 1海岸 堤防護岸   552ｍ 1,213 

（ 国 土 交 通 省 河 川 局 所 管 ） 

津波・高潮危機管理対策緊急事業 
県 9海岸  635 

計   1,896 

 

事  業  名 
事業 

主体 
事   業   概   要 概算事業費 

（ 水 産 庁 所 管 ）

高 潮 対 策 事 業
市 

1海岸 堤防護岸    10ｍ 

（水門 1基、陸閘１基） 

百万円

48 

（ 国 土 交 通 省 港 湾 局 所 管 ）

海 岸 環 境 整 備 事 業
県 1海岸 堤防護岸   552ｍ 1,213 

（ 国 土 交 通 省 河 川 局 所 管 ）

津波・高潮危機管理対策緊急事業
県 9海岸  635 

計   1,896 

 
地 震 防 災 緊 急 事 業 五 箇 年 計 画 事 業 費 総 括 表 

 （単位：百万円） 

事 業 主 体 別 内 容 
事  業  名 区    分 計画事業費 

国 県 市町 その他 

一次避難地(都市公園) 1,882  1,882  

一次避難地(区画整理等) 109  106 3 避 難 地 

港 湾 避 難 地 240 240   

農   道   等 11 11   
避 難 路 

区 画 整 理 等 10,343  9,878 465 

消 防 用 施 設 河 川 施 設 70 70   

消 防 活 動 用 道 路 区 画 整 理 等 2,287  1,936 351 

農       道 921 921   

道    路 9,158 8,380 778  

街    路 1,561 1,561   

区 画 整 理 等 3,740  2,495 1,245 

港       湾 13,880 13,880    

漁       港 920 920   

緊 急 輸 送 路 

交 通 管 制 施 設 85 85   

道    路 1,277 1,277   

街    路 1,531 468 1,063  共 同 溝 等 

区 画 整 理 等 1,346  1,346  

公 立 小 中 学 校 屋 内 運 動 場 8,056  8,056  

水 産 庁 所 管 海 岸 48  48  

国土交通省港湾局所管 1,213 1,213   津 波 対 策 

国土交通省河川局所管 635 635   

土 砂 災 害 対 策 砂 防 設 備 3,450 3,450   

地 域 防 災 拠 点 施 設 津 波 避 難 施 設 430  430  

公 立 学 校 プ ー ル 133  133  

社 会 体 育 プ ー ル 332  332  水、自家発電設備等 

都  市  公  園 208  208  

老 朽 住 宅 密 集 対 策 区 画 整 理 等 16,419  16,419  

合       計 80,285 13,880 19,231 45,110 2,064 

 

  注  この表は、平成19年2月22日、内閣総理大臣の同意を得た第3次地震防災緊急事業五箇年計画である。 

地 震 防 災 緊 急 事 業 五 箇 年 計 画 事 業 費 総 括 表 （単位：百万円） 

事 業 主 体 別 内 容 
事  業  名 区    分 計画事業費 

国 県 市町 その他 

一次避難地(都市公園) 1,882   1,882  

一次避難地(区画整理等) 109   106 3 避 難 地

港 湾 避 難 地 240  240   

農   道   等 11  11   
避 難 路

区 画 整 理 等 10,343   9,878 465 

消 防 用 施 設 河 川 施 設 70  70   

消 防 活 動 用 道 路 区 画 整 理 等 2,287   1,936 351 

農       道 921  921   

道    路 9,158  8,380 778  

街    路 1,561  1,561   

区 画 整 理 等 3,740   2,495 1,245 

港       湾 13,880 13,880    

漁       港 920  920   

緊 急 輸 送 路

交 通 管 制 施 設 85  85   

道    路 1,277  1,277   

街    路 1,531  468 1,063  共 同 溝 等

区 画 整 理 等 1,346   1,346  

校       舎 13,177   13,177  

屋 内 運 動 場 11,004   11,004  
公 立 幼 稚 園 ・

小 中 学 校
園 舎 1,511   1,511  

水 産 庁 所 管 海 岸 48   48  

国土交通省港湾局所管 1,213  1,213   津 波 対 策

国土交通省河川局所管 635  635   

土 砂 災 害 対 策 砂 防 設 備 3,450  3,450   

地域防災拠点施設 津 波 避 難 施 設 430   430  

公 立 学 校 プ ー ル 133   133  

社 会 体 育 プ ー ル 332   332  
水、自家発電設備

等 

都  市  公  園 208   208  

老 朽 住 宅 密 集 対 策 区 画 整 理 等 16,419   16,419  

合       計 97,921 13,88 19,231 62,746 2,06

  注  この表は、平成21年3月6日、内閣総理大臣の同意を得た地震防災緊急事業五箇年計画である。 
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１５９ 

 

 

 

 

 

１６０ 

 

 

 

 

 

 

１６１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６５ 

 

 

 

 

 

 

１６６ 

 

 

 

 

第４編 地震防災応急対策 

 

第１章 防災関係機関の活動 

４１－３ 防災関係機関 

【警戒宣言発令時】 

略 

１ 指定地方行政機関 

略 

（16） 第三管区海上保安本部 

ア 港内在泊船舶に対する東海地震予知情報の伝達 

略 

 

２ 指定公共機関 

略 

（10）西日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

東海 

略 

 

第２章 情報活動 

４２－１ 県 

１ 東海地震注意情報、警戒宣言及び東海地震予知情報の受理、伝達、周知 

（１）消防庁から通知される東海地震注意情報、警戒宣言及び東海地震予知情報の受理は消防防

災無線電話(地上回線・衛星回線）又は有線電話により、気象庁（静岡地方気象台）から通知

される東海地震注意情報及び東海地震予知情報の受理は防災情報提供装置又は有線電話・

FAX（防災行政無線電話）により、警戒本部設置前は防災局において、警戒本部設置後は警

戒本部において受理する。 

 

第４章 自主防災活動 

【東海地震注意情報発表時】 

略 

５ 東海地震注意情報発表時に、津波・山崖崩れの危険が予想される避難対象地区内の災害時要

援護者が避難を開始する場合にあっては、警戒宣言発令時の地震防災応急対策における避難行

動及び避難生活に準じて避難対策を実施する。なお、避難の実施にあたっては、市町や避難地

の施設管理者等と十分な連携を確保する。 

 

【警戒宣言発令時】 

６ 避難活動 

（１） 避難行動 

ア 津波、山・崖崩れ等危険予想地域の住民等に対して市町長等の避難勧告又は指示を伝達

し、危険予想地域外のあらかじめ定められた避難地へ避難させる。避難状況を確認後市町

に報告する。 

 

第４編 地震防災応急対策 

 

第１章 防災関係機関の活動 

４１－３ 防災関係機関 

【警戒宣言発令時】 

略 

１ 指定地方行政機関 

略 

（16） 第三管区海上保安本部 

ア 港内在泊船舶に対する東海地震予知情報及び警戒宣言発令の伝達 

略 

 

２ 指定公共機関 

略 

（10） 西日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

東海支社 

略 

 

第２章 情報活動 

４２－１ 県 

１ 東海地震注意情報、警戒宣言及び東海地震予知情報の受理、伝達、周知 

（１）消防庁から通知される東海地震注意情報、警戒宣言及び東海地震予知情報の受理は消防防

災無線電話(地上回線・衛星回線）又は有線電話により、気象庁（静岡地方気象台）から通知

される東海地震注意情報及び東海地震予知情報の受理は防災情報提供システム又は有線電

話・FAX（防災行政無線電話）により、警戒本部設置前は危機管理局において、警戒本部設置

後は警戒本部において受理する。 

 

第４章 自主防災活動 

【東海地震注意情報発表時】 

略 

５ 東海地震注意情報発表時に、津波、山・がけ崩れの危険が予想される避難対象地区内の災害

時要援護者が避難を開始する場合にあっては、警戒宣言発令時の地震防災応急対策における避

難行動及び避難生活に準じて避難対策を実施する。なお、避難の実施にあたっては、市町や避

難地の施設管理者等と十分な連携を確保する。 

 

【警戒宣言発令時】 

６ 避難活動 

（１） 避難行動 

ア 津波、山・がけ崩れ等危険予想地域の住民等に対して市町長等の避難勧告又は指示を伝

達し、危険予想地域外のあらかじめ定められた避難地へ避難させる。避難状況を確認後市

町に報告する。 
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１７１ 

 

 

 

 

 

 

 

１７３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

 

第９章  交通の確保活動 

計画作成の主旨 

 警戒宣言発令時の陸上交通及び海上交通の混乱を防止し、避難の円滑な実施と地震防災応急対

策に係る緊急輸送を確保するため、車両、船舶又は歩行者に対し、必要な交通規制を実施する。

 また、東海地震注意情報発表時においては、社会的混乱や大規模な交通渋滞等が発生した場合

は、必要に応じて交通規制を実施する。 

 

 

４９－２ 海上交通の確保対策 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０章 地域への救援活動 

【警戒宣言発令時】 

４１０－１ 食料及び日用品の確保 

２ 警戒宣言発令時に県、市町及び防災関係機関等がとる措置 

（２） 市町 

ア 津波、山・崖崩れ等危険予想地域住民で非常持出しができなかった者や県外の旅行者等

に対し、緊急物資の供給が必要な事態が生じた時は、備蓄した緊急物資を配分し、又は緊

急物資の供給協定を締結した物資保有者から調達して、配分する。 

 

 

 

 

 

 

 

略 

 

第９章  交通の確保活動 

計画作成の主旨 

 警戒宣言発令時の陸上交通、海上交通及び航空交通の混乱を防止し、避難の円滑な実施と地震

防災応急対策に係る緊急輸送を確保するため、車両、船舶、航空機又は歩行者に対し、必要な交

通規制を実施する。 

 また、東海地震注意情報発表時においては、社会的混乱や大規模な交通渋滞等が発生した場合

は、必要に応じて交通規制を実施する。 

 

４９－２ 海上交通の確保対策 

略 

４９－３ 航空交通の確保対策 

【東海地震注意情報発表時】 

空港管理者は、警戒宣言が発令された場合に適切な対応が図られるよう、次に掲げる措置を講

ずる。 

（１） 空港の運用は、継続する。 

（２） 空港利用者及び空港施設内事業者に対して、東海地震注意情報が発表された旨を伝達する。

（３） 警戒宣言が発令された場合に速やかな空港の運用休止が行えるように、要員の確保、緊急

車両及び保安車両の点検整備、工事の中止、火気取扱いの原則中止など必要な措置を講ずる。

【警戒宣言発令時】 

 空港管理者は、警戒宣言が発令された場合は、次の措置を講ずる。 

（１） 緊急輸送等の機能を除き、航空機の離着陸の原則禁止等の制限を行うとともに、空港への

入場制限等を実施し、緊急輸送等の機能を確保する。 

（２） 空港利用者及び空港施設内事業者に対して、警戒宣言が発令された旨を伝達するとともに、

公共交通機関の運行停止等の情報を提供する。 

 

第１０章 地域への救援活動 

【警戒宣言発令時】 

４１０－１ 食料及び日用品の確保 

２ 警戒宣言発令時に県、市町及び防災関係機関等がとる措置 

（２） 市町 

ア 津波、山・がけ崩れ等危険予想地域住民で非常持出しができなかった者や県外の旅行者

等に対し、緊急物資の供給が必要な事態が生じた時は、備蓄した緊急物資を配分し、又は

緊急物資の供給協定を締結した物資保有者から調達して、配分する。 
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１７６ 

 

 

 

 

 

 

１７７ 

 

 

 

 

 

１７８ 

 

 

 

 

 

 

 

１７９ 

 

 

１８０ 

 

 

 

 

 

 

 

１８０ 

 

 

１８２ 

 

 

 

 

 

第１１章 県有施設設備の防災措置 

２ 公共施設等 

 東海地震注意情報発表時及び警戒宣言発令時において、港湾、漁港、河川、海岸、ため池、

道路、砂防等、工事中の施設等、庁舎については、職員等の安全を配慮し概ね次の措置を講ず

るよう努める。 

略 

【東海地震注意情報発表時】 

略 

 

 

 

 

【警戒宣言発令時】 

略 

 

 

 

 

第１２章 防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保等の措置 

計画の内容 

【東海地震注意情報発表時】 

略 

４ 通信（西日本電信電話株式会社､東日本電信電話株式会社､株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコ

モ東海） 

略 

 

 

 

 

 

 

【警戒宣言発令時】 

略 

４ 通信（西日本電信電話株式会社､東日本電信電話株式会社､株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコ

モ東海） 

略 

 

 

 

 

 

 

第１１章 県有施設設備の防災措置 

２ 公共施設等 

 東海地震注意情報発表時及び警戒宣言発令時において、港湾、漁港、河川、海岸、ため池、道

路、砂防、空港等、工事中の施設等、庁舎については、職員等の安全を配慮し概ね次の措置を講

ずるよう努める。 

 略 

【東海地震注意情報発表時】 

略 

(９) 静岡空港 

   第９章「交通の確保活動」の４９－３「航空交通の確保対策」の【東海地震注意情報発表時】

に準じる。 

 

【警戒宣言発令時】 

略 

(９) 静岡空港 

  第９章「交通の確保活動」の４９－３「航空交通の確保対策」の【警戒宣言発令時】に準じ

る。 

 

第１２章 防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保等の措置 

計画の内容 

【東海地震注意情報発表時】 

略 

４ 通信（西日本電信電話株式会社､東日本電信電話株式会社､株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコ

モ東海支社） 

略 

１３ 静岡空港 

（１） 平常どおり運用を継続し、旅客等に対して東海地震注意情報の発表を周知するとともに、

警戒宣言発令後の空港の運用休止（緊急輸送等を除く）等についても周知する。 

（２） 警戒宣言発令時の空港の運用休止（緊急輸送等を除く）等の地震防災応急対策を円滑に実

施するため、滞留旅客等の避難方法、必要な資機材の確認などの準備的措置を講ずる。 

 

【警戒宣言発令時】 

略 

４ 通信（西日本電信電話株式会社､東日本電信電話株式会社､株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコ

モ東海支社） 

略 

１４ 静岡空港 

（１） 航空機の離着陸を原則禁止し、旅客等に対して警戒宣言発令及び空港の運用休止（緊急輸

送等を除く）、公共交通機関の運行停止等を周知する。 

（２） 滞留旅客等が発生した場合は、あらかじめ決められた避難地等へ避難させるなど必要な措

置を講じる。 
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１８４ 

 

 

 

１８４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９２ 

 

 

 

第１３章 地震防災応急計画を作成すべき施設・事業所の対策 

計画の内容 

４ 鉄道事業その他一般旅客運送に関する事業 

（大規模地震対策特別措置法第７条第１項第３号に掲げる事業所） 

【東海地震注意情報発表時】 

 第１２章防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保等の措置の【東海地震注意情報発表時】７

鉄道、８バス、１０旅客船に準ずる。 

 

【警戒宣言発令時】 

 第１２章防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保等の措置の【警戒宣言発令時】７鉄道、８

バス、１０旅客船に準ずる。 

略 

 

第１４章 県が管理又は運営する施設等の地震防災応急対策 

【東海地震注意情報発表時】 

２ 施設の特性に応じた主要な個別事項 

病院、学校、社会福祉施設において計画すべき対策の基本的な考え方は、第１３章の規定に準

ずる。 

略 

 

 

 

 

【警戒宣言時】 

略 

２ 施設の特性に応じた主要な個別事項 

病院、学校、社会福祉施設において計画すべき対策の基本的な考え方は、第１３章の規定に準

ずる。 

略 

 

 

 

 

第５編 災害応急対策 

 

第１章 防災関係機関の活動 

５１－３ 防災関係機関 

１ 指定地方行政機関 

（16） 東京管区気象台（静岡地方気象台） 

ア 津波警報及び津波注意報の通知、津波情報、地震情報（東海地震予知情報を含む。）等の発

表又は通報並びに解説 

 

第１３章 地震防災応急計画を作成すべき施設・事業所の対策 

計画の内容 

４ 鉄道事業その他一般旅客運送に関する事業 

（大規模地震対策特別措置法第７条第１項第３号に掲げる事業所） 

【東海地震注意情報発表時】 

 第１２章防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保等の措置の【東海地震注意情報発表時】７

鉄道、８バス、１０旅客船、１３静岡空港に準ずる。 

 

【警戒宣言発令時】 

 第１２章防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保等の措置の【警戒宣言発令時】７鉄道、８

バス、１０旅客船、１４静岡空港に準ずる。 

略 

 

第１４章 県が管理又は運営する施設等の地震防災応急対策 

【東海地震注意情報発表時】 

２ 施設の特性に応じた主要な個別事項 

病院、学校、社会福祉施設、空港等において計画すべき対策の基本的な考え方は、第１３章の

規定に準ずる。 

略 

(５) 静岡空港 

ア 警戒宣言発令時における空港の運用休止の準備 

イ 滞留旅客の避難先の確保と移送方法 

 

【警戒宣言発令時】 

略 

２ 施設の特性に応じた主要な個別事項 

病院、学校、社会福祉施設、空港等において計画すべき対策の基本的な考え方は、第１３章の

規定に準ずる。 

略 

(５) 静岡空港 

ア 空港の運用休止措置 

イ 滞留旅客の避難先の確保と移送方法 

 

第５編 災害応急対策 

 

第１章 防災関係機関の活動 

５１－３ 防災関係機関 

１ 指定地方行政機関 

（16） 東京管区気象台（静岡地方気象台） 

ア 地震動警報（緊急地震速報）、津波警報及び津波注意報の通知、津波情報、地震情報（東海地

震予知情報を含む。）等の発表又は通報並びに解説 
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１９３ 

 

 

 

 

 

 

１９４ 

 

 

 

 

 

 

１９６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９８ 

 

 

 

 

 

２０１ 

 

 

 

 

 

 

略 

２ 指定公共機関 

略 

（10） 西日本電信電話株式会社､東日本電信電話株式会社､株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東

海 

略 

 

第２章 情報活動 

５２－２ 情報の内容等 

１ 県 

（１） 地震情報等の受理、伝達、周知 

ア 国（気象庁）から伝達される地震情報、気象情報、警報等（以下｢地震情報等｣という。）は

災害対策本部（災害対策本部設置前においては警戒本部又は防災局）で受理する。 

 

５２－３ 情報の収集 

１ 県 

略 

(３) 職員派遣による収集 

ア 方面本部は大規模地震発生後、直ちに職員を市町に派遣し、市町より被害状況及び災害応急

対策実施状況等の情報を収集する。 

イ 公共土木施設等の被害状況等の情報の収集 

 公共土木施設等の管理者は、あらかじめ定める計画に基づき、現地に職員を派遣し道路、港

湾及び漁港等の被害状況の情報を収集する。 

略 

 

第３章 広報活動 

５３－１ 県 

１ 広報事項 

略 

(３) 電気、ガス、水道、電話、鉄道、道路等の被害状況 

略 

 

第４章 緊急輸送活動 

５４－１ 県 

３ 緊急輸送体制の確立 

(３) 航空輸送体制 

ア 輸送施設の確保 

(ｱ) 災害対策本部は、航空緊急輸送計画を作成するため、自衛隊に要請し浜松基地、静浜基地、

板妻駐屯地の利用可能状況を把握する。 

略 

(ｴ) 必要に応じて、静岡空港（予定地）及び三保飛行場の利用可能状況を把握する。 

略 

略 

２ 指定公共機関 

略 

（10）西日本電信電話株式会社､東日本電信電話株式会社､株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東

海支社 

 

 

第２章 情報活動 

５２－２ 情報の内容等 

１ 県 

（１） 地震情報等の受理、伝達、周知 

ア 国（気象庁）から伝達される地震情報、気象情報、警報等（以下｢地震情報等｣という。）は

災害対策本部（災害対策本部設置前においては警戒本部又は危機管理局）で受理する。 

 

５２－３ 情報の収集 

１ 県 

略 

(３) 職員派遣による収集 

ア 方面本部は大規模地震発生後、直ちに職員を市町に派遣し、市町より被害状況及び災害応急

対策実施状況等の情報を収集する。 

イ 公共土木施設等の被害状況等の情報の収集 

 公共土木施設等の管理者は、あらかじめ定める計画に基づき、現地に職員を派遣し道路、港

湾、漁港及び空港等の被害状況の情報を収集する。 

略 

 

第３章 広報活動 

５３－１ 県 

１ 広報事項 

略 

(３) 電気、ガス、水道、電話、鉄道、道路、空港等の被害状況 

略 

 

第４章 緊急輸送活動 

５４－１ 県 

３ 緊急輸送体制の確立 

(３) 航空輸送体制 

ア 輸送施設の確保 

(ｱ) 災害対策本部は、航空緊急輸送計画を作成するため、静岡空港の利用可能状況を把握すると

ともに、自衛隊に要請し浜松基地、静浜基地、板妻駐屯地の利用可能状況を把握する。 

略 

(ｴ) 必要に応じて、三保飛行場の利用可能状況を把握する。 

略 
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２０９ 

 

 

 

 

 

 

２０９ 

 

 

 

 

 

２１１ 

 

 

 

 

 

 

２１１ 

 

 

 

 

２１４ 

 

 

 

 

 

（４） 燃料確保対策 

略 

イ 航空機の燃料 

 県の所有する防災ヘリコプター及び他の都道府県からの応援ヘリコプターの災害応急対策

活動等のため必要な燃料については、あらかじめ業者等と締結した協定に基づき確保に努め

る。 

略 

 

第７章 避難活動 

５７－１ 避難対策 

１ 避難対策の基本方針 

（１） 地震災害発生時においては、津波、山・崖崩れ及び延焼火災の危険予想地域の住民等は、

的確に状況を把握し、安全で効率的な避難活動を行う必要がある。また、危険予想地域外に

おいても、建物倒壊その他の要因により、避難が必要となる場合がある。 

略 

３ 避難のための勧告及び指示 

（１） 勧告・指示の基準 

略 

エ 災害派遣を命じられた部隊等の自衛官は、災害の状況により特に急を要する場合で、警察

官又は海上保安官がその場にいない場合に限り､危険が切迫している住民等に対して、避難の

措置を講ずる。この場合、自衛官は、直ちに避難の措置を講じた旨を防衛庁長官の指定する

者に報告する。 

略 

７ 避難の方法 

（１） 要避難地区で避難を要する場合 

イ 津波危険予想地域及び山・崖崩れ危険予想地域の住民は、出火防止措置を講じた後、直

ちに自主的に安全な場所へ避難する。 

略 

 

５７－２ 避難所の設置及び避難生活 

２ 避難所の設置及び避難生活 

（２） 設置場所 

ア 津波や山・崖崩れの危険のない地域に設置する。 

略 

 

第９章 交通の確保対策 

計画策定の主旨 

災害応急対策及び災害応急復旧対策を円滑に行うため、陸上及び海上交通機能の早期回復、混

乱の防止等交通確保対策の概要を示す。 

 

 

 

（４） 燃料確保対策 

略 

イ 航空機の燃料 

 県の所有する防災ヘリコプター及び他の都道府県からの応援ヘリコプターの災害応急対策

活動等のため必要な燃料については、静岡空港の防災用備蓄燃料を使用するとともに、あら

かじめ業者等と締結した協定に基づき確保に努める。 

略 

 

第７章 避難活動 

５７－１ 避難対策 

１ 避難対策の基本方針 

（１） 地震災害発生時においては、津波、山・がけ崩れ及び延焼火災の危険予想地域の住民等は、

的確に状況を把握し、安全で効率的な避難活動を行う必要がある。また、危険予想地域外に

おいても、建物倒壊その他の要因により、避難が必要となる場合がある。 

略 

３ 避難のための勧告及び指示 

（１） 勧告・指示の基準 

略 

エ 災害派遣を命じられた部隊等の自衛官は、災害の状況により特に急を要する場合で、警察

官又は海上保安官がその場にいない場合に限り､危険が切迫している住民等に対して、避難の

措置を講ずる。この場合、自衛官は、直ちに避難の措置を講じた旨を防衛大臣の指定する者

に報告する。 

略 

７ 避難の方法 

（１） 要避難地区で避難を要する場合 

イ 津波危険予想地域及び山・がけ崩れ危険予想地域の住民は、出火防止措置を講じた後、直ち

に自主的に安全な場所へ避難する。 

略 

 

５７－２ 避難所の設置及び避難生活 

２ 避難所の設置及び避難生活 

（２） 設置場所 

ア 津波や山・がけ崩れの危険のない地域に設置する。 

略 

 

第９章 交通の確保対策 

計画策定の主旨 

災害応急対策及び災害応急復旧対策を円滑に行うため、陸上、海上及び航空交通機能の早期回

復、混乱の防止等交通確保対策の概要を示す。 
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２１５ 

 

 

 

 

 

２１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２９ 

 

 

 

 

 

５９－１ 陸上交通の確保 

７ 県知事又は県公安委員会による緊急通行車両の確認等 

略 

(２) 緊急通行車両の確認事務手続き 

略 

ウ 警戒宣言発令時に交付した標章及び緊急輸送車両確認証明書は、地震発生後においては、「災

害対策基本法施行令」第33条第２項の規定による標章及び緊急通行車両確認証明書とみなす。

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０章 地域への救援活動 

計画作成の主旨 

 日常生活に支障をきたした、り災者等に対して行う食料、飲料水及び生活必需品等の緊急物資

及び燃料の確保、医療救護活動、保健、衛生等の確保活動、死体捜索、応急住宅の確保並びにボ

ランティア活動への支援について県、市町、自主防災組織、県民等が実施する対策を示す。 

略 

 

第１３章 県有施設及び設備等の対策 

略 

５１３－１ 県防災行政無線 

略 

４ 市町及び他機関端末局 

（１）端末局に障害がある場合は、基盤交換による応急措置を行い、通信の確保を図る。 

略 

 

 

 

 

５９－１ 陸上交通の確保 

７ 県知事又は県公安委員会による緊急通行車両の確認等 

略 

(２) 緊急通行車両の確認事務手続き 

略 

ウ 警戒宣言発令時に交付した緊急標章及び緊急輸送車両確認証明書は、地震発生後において

は、「災害対策基本法施行令」第33条第２項の規定による緊急標章及び緊急通行車両確認証明

書とみなす。 

略 

５９－３ 航空交通の確保 

１ 情報の収集 

空港管理者は、滑走路、誘導路、エプロン及び航空保安施設等の空港施設の被害状況、航空

機の被害状況、空港利用者の被災状況等空港内及び空港周辺の状況についての情報収集を行う。

２ 空港の運用制限 

（１） 空港管理者は、滑走路、誘導路、エプロン及び航空保安施設が被害を受け、航空機の離着

陸の安全を阻害するおそれが生じるときは、直ちに運用を一時休止し、航空機の離着陸の

原則禁止等の制限を行う。 

（２） 空港管理者は、空港の安全を図るため、空港利用者の混乱防止及び避難誘導、空港への入

場制限等必要な措置を講ずる。 

３ 空港機能確保の措置 

（１） 県は、東京航空局等関係機関と相互に連絡し、空港機能の確保について必要な調整を行う。

（２） 空港管理者は、空港機能を確保するため、障害物の除去、応急修理等の応急措置を講ずる。

 

 

第１０章 地域への救援活動 

計画作成の主旨 

 日常生活に支障をきたした、り災者等に対して行う食料、飲料水及び生活必需品等の緊急物資

及び燃料の確保、医療救護活動、保健、衛生等の確保活動、遺体捜索、応急住宅の確保並びにボ

ランティア活動への支援について県、市町、自主防災組織、県民等が実施する対策を示す。 

略 

 

第１３章 県有施設及び設備等の対策 

略 

５１３－１ 県防災行政無線 

略 

４ 市町及び他機関端末局 

（１）端末局に障害がある場合は、基板交換による応急措置を行い、通信の確保を図る。 

略 
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２３１ 

 

 

 

 

２３２ 

 

２３３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２３７ 

 

 

 

 

 

２３８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５１３－３ 公共施設等 

略 

 

 

 

第１４章 防災関係機関等の講ずる災害応急対策 

５１４－４ 通信 

２ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 

略 

 

 

 

 

 

 

 

第６編 復旧・復興対策 

 

第１章 防災関係機関の活動 

６１－４ 防災関係機関 

１ 指定地方行政機関 

略 

（16） 東京管区気象台（静岡地方気象台） 

 津波警報及び津波注意報の通知、津波情報、地震情報（東海地震予知情報を含む。）等の発表又

は通報並びに解説 

略 

 

２ 指定公共機関 

（５） 日本銀行 

略 

オ 各種金融措置に関する広報 

略 

（10） 西日本電信電話株式会社､東日本電信電話株式会社､株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東

海 

略 

 

 

 

 

 

 

 

５１３－３ 公共施設等 

略 

１０ 静岡空港 

第９章「交通の確保対策」の５９－３「航空交通の確保」に準じる。 

 

第１４章 防災関係機関等の講ずる災害応急対策 

５１４－４ 通信 

２ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海支社 

略 

５１４－１０ 静岡空港 

１ 空港管理者は、空港施設の点検巡視を行い、被害箇所を迅速に把握する。 

２ 空港管理者は、空港機能を早期に確保するため、応急工事を実施する。 

 

 

 

 

第６編 復旧・復興対策 

 

第１章 防災関係機関の活動 

６１－４ 防災関係機関 

１ 指定地方行政機関 

略 

（16） 東京管区気象台（静岡地方気象台） 

 地震動警報（緊急地震速報）、津波警報及び津波注意報の通知、津波情報、地震情報（東海地震

予知情報を含む。）等の発表又は通報並びに解説 

略 

 

２ 指定公共機関 

（５） 日本銀行 

略 

オ 各種措置に関する広報 

略 

（10）西日本電信電話株式会社､東日本電信電話株式会社､株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東

海支社 

略 
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２４９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８章 被災者の生活再建支援 

６８－４ 雇用対策 

２ 県 

(１) 雇用状況の把握 

ア 県内の主要企業と業界団体の雇用調整の有無等について状況を把握する。 

イ 市町等のデータを定期的に集計し、県全体の雇用状況を把握する。 

略 

 

 

 

 

 

 

第８章 被災者の生活再建支援 

６８－４ 雇用対策 

２ 県 

(１) 雇用状況の把握 

  県内の主要企業と業界団体の雇用調整の有無等について状況を把握する。 

 

略 

 

 

 

 

 

 

 


